
総合税システム周辺機器賃貸借に関する質問事項について、以下のとおり回答します。

文書名 ページ 項番 記載内容

1 業務実績調書 注）１

2 業務実績調書

3
入札公告

仕様書

2

2

4(2)

3

想定機種以外の機種を納品しようとす
る場合は、

同等品は不可

4
総合税システ
ム周辺機器賃
貸借仕様書

2 3 項番3 RICOH SP6510

5
総合税システ
ム周辺機器賃
貸借仕様書

2 5 納入期限

6
総合税システ
ム周辺機器賃
貸借仕様書

- 6

機器の搬入および設置(8)賃貸借期間満
了後の回収、撤去に際し、ハードディ
スク等記録媒体へ記録されたデータは
完全消去または破砕し、証明書類にて
本市の承認を得ること。これに係る費
用は受注者の負担とする。

7

8

9

10

契約書（案）第16条第1項第1号「正当な理由」に該当すると想定され
るため、この場合、受注者に損害賠償や指名停止はありません。発注
者と受注者の協議により決定します。

本事項については、機器内蔵のハードディスクのみではなく、外部記
録媒体等を接続した場合も含みますのでご承知おきください。

回答

賃貸借契約を締結し、設置等が完了したうえで契約が開始されている
ことを条件とします。契約期間が満了している実績でなくても差支え
ありません。

ＯＡ機器、情報機器についても可とします。

同等品は原則不可です。ただし、入札日において生産終了・終売等に
より入手が不可能となっている場合においては、同等品の納入につい
ての協議に応じるものです。

ご指摘のとおり、「ＲＩＣＯＨ　Ｐ６５１０」の納品を意図したもの
であり、仕様書について本日付で修正を行いました。

RICOH P6510でもよろしいでしょうか。

現状、一部機器の納期が不安定な状況となっております。受注者の責
によらない起因（メーカー都合による場合等）により、万一納期遅延
が発生した場合、指名停止や違約金等のペナルティについて免除をご
検討いただくことは可能でしょうか。

今回の借入物品にはハードディスク等が搭載されていない為、データ
消去は不要と考えてよろしいでしょうか。

「完了した実績」とございますが、契約期間が全て完了している実績
でしょうか。

同規模であれば、OAや情報機器という実績でよろしいでしょうか。

「想定機種以外の機種を納品しようとする場合は」とございますが、
同等品は可能ということでしょうか？

質問項目

質問書

項番 質問事項


